
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆8 月 28 日に成立！ 

企業や自治体などに女性の登用を促すための「女性活

躍推進法」（女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律）が 8 月 28 日に成立し、従業員 301 人以上を雇

用する企業と国や自治体などは、2016 年 4 月 1 日まで

に、（１）女性の活躍状況の把握・課題分析、（２）行動

計画の策定・届出、（３）ホームページ等での情報公表

が義務付けられました。 

2025 年度までの 10 年間の時限立法で、取組状況が優

良な企業については厚生労働大臣の認定を受けること

ができるようです。 

なお、計画策定のための具体的な方法は、省令等で

10 月中にまとめられる予定です。 

 

◆300 人以下の企業は「努力義務」 

提出期限が来年 4 月までとなっており時間的な余裕

がありませんが、目標数値や計画は企業に委ねられてお

り、拘束力はありません。 

また、虚偽の報告をした場合を除き罰則もありませ

ん。なお、300 人以下の中小企業については「努力義務」

となっています。 

このように企業任せとなっている部分が多く、本質は

「直接的な効果」よりも女性活躍推進のための「意識改

革」にありそうです。 

 

◆「女性活躍加速化助成金」の新設 

同法の成立に合わせて、両立支援等助成金を改正する

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案が公示さ

れました。 

これは、両立支援等助成金として「女性活躍加速化助

成金」を新設するもので、（１）中小企業事業主（常時

今国会で成立した 

「女性活躍推進法」の概要と関連助成金 

雇用する労働者の数が 300 人を超えない事業主）が行

動計画に定める取組みを実施した場合に 30万円が支給

され、（２）事業主が行動計画に定める取組みを実施し、

かつ、数値目標を達成した場合に 30 万円が支給される

内容です。 

 

◆雇用管理のあり方を見直す第一歩に 

労働力人口が減少する中、女性の進出が不可欠となっ

ています。 

とはいえ、単純に今まで男性に適用してきた雇用管理

をそのまま女性に移行させることは難しく、今回の女性

活躍推進法の成立によって、企業は今後あらためて働き

方を変える意識を持つことが重要となってきています。 

 

 

企業における 

「人材不足」の現状と対策 

◆「インバウンド消費」と「マイナンバー」 

景気は緩やかに回復していると言われており、一部で

は景気の良い話もあるようです。 

有効求人倍率が年々少しずつではありますが上昇し

ており、8 月に解禁された採用活動も活発になるなど、

企業の人材確保に影響を与えています。 

帝国データバンクが発表した「人手不足に対する企業

の動向調査」（2015 年 7 月実施）では、企業の 36.2％
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で正社員が不足、非正社員については 24.5％が不足と

回答しています。 

最近では、日本への外国人観光客の増加による「イン

バウンド消費」や、マイナンバー制度対応による IT 関

係特需などから、小売業や情報サービス業などで特に人

材不足感が強いようです。また、放送や飲食店で不足感

が高いようです。 

 

◆「オワハラ」の実態 

新規学卒者に関する採用選考の開始時期が後ろ倒し

に変更されたことにより、「オワハラ」（就活終われハラ

スメント）等の問題も指摘されているところです。 

企業としては早期に人材確保をしたいため、内定や

内々定を出した求職者に対してオワハラをしてしまう

ようですが、法的に問題となる可能性があるのに加え、

行為を受けた学生のネット上での発言が拡散すると企

業イメージに大きな傷が付いてしまい、翌年からの採用

に影響を与えるでしょう。 

なお、今年の内定辞退率（8 月 1 日時点。リクルート

キャリア調べ）は 44.2％と、昨年の採用活動解禁日（4

月 1 日）の 24.1％に比べて大幅に増加し、“売り手市場”

を裏付けています。 

 

◆日本は人材不足の周期に 

少子化や人口減少に伴い、日本の労働人口は大幅に減

少すると予測されています。現在の人材不足も、景気の

回復というよりは大きな流れとして労働力の供給が減

少する局面に入ったことが大きな要因です。また、その

減少が大幅なものとなると見込まれているということ

です。 

減少幅は、2030 年までに最大で約 900 万人弱、2060

年までには 3,000 万人弱となるとの見方もあります。 

 

◆大きな経営課題 

人材不足は将来的にも確実に大きな課題となってく

ると見込まれますので、企業の努力だけでは対応できな

い面もありますが、経営の方向性も含め、人材の確保策

を今から考えていく必要がありそうです。 

 

～当事務所よりひと言～ 

 暑さもやわらぎ、朝夕もだいぶ涼しくなって、秋

の訪れを感じるようになりました。体調管理にも注

意しましょう！ 

 さて、厚生年金保険料率が変更になります。 

平成２７年９月分（１1 月 2 日納付期限分）から 

平成２８年８月分（同年９月末納付期限分）までの

厚生年金保険料率は次の通りです。 

【一般の被保険者】 

     現行        変更後 

10 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

13 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督

署］ 

 

11 月 2 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 3 期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業 4 日未満、7 月~9

月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第 2 期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

17.474％ 17.828％ 


